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「がん医療の均てん化」は、平成 19 年に施行したがん対策基本法の基本理念の一つであるが、そ

の施行から 10 年がたとうとしている現在においても公的ながん医療の質評価の制度は確立して

おらず、研究として進めているのが現状である。しかし、研究的な試行として開始した、院内が

ん登録＋DPC データによる標準診療実施率の算定・フィードバックプロジェクトは、がん診療連携

拠点病院に呼びかけたところ幅広い参加を得て、その仕組み自体はいつでも制度化可能な状態と

なっている。当講演においてはその体制の概要と、そこから見えてきた事柄について報告する。 

以下の基礎用語は、講演中も解説する予定であるが備忘録として提供する。 

 

「がん診療連携拠点病院」 

国が全国で等しく質の高い医療が受けられるようにするために指定した病院であり、平成 29 年

1 月現在 427 施設が指定されている。放射線治療機器の設置、緩和ケアチームの存在、がん相談支

援センターの設置など、様々な要件が課せられている。そのうちの一つが院内がん登録の実施と、

そのための研修を受けた専従実務者の雇用であり、院内がん登録を支える基礎となっている。 

 

「院内がん登録」 

 施設において受診した全てのがん（悪性腫瘍）患者（＋頭蓋内に発生した良性腫瘍）の基本情

報をデータベース化したもの。患者の性別、生年月や、がんの部位、組織型、国際分類によるス

テージ、初回治療の種類などが登録されている。上記の通り、がん診療連携拠点病院では指定要

件として 2007 年以前より義務化されており、年に 1度国立がん研究センターに匿名化の後データ

を提出することとされている。国立がん研究センターでは、それらのデータを集計して、全国の

がん診療連携拠点病院の受診患者の現況を報告書として公表している。また、がん診療連携拠点

病院以外でも院内がん登録の実施を行うところもあり、都道府県の推薦を受けた施設においては

がん診療連携拠点病院と同様に国立がん研究センターで集計を行っている。フォーマットが全が

ん共通のために疾患特異的な詳細情報は登録されないが、病院単位での登録のために診療科の枠

を超えて登録が行われる。 

 

「DPC データ」 

 DPC（Diagnosis-Procedure Combination）は診断群分類であり、急性期病院を中心として１日

あたりの包括支払額を決定する分類のことであるが、この支払方式を選択した施設は、同時に包

括しない、個々の出来高レセプトに相当するデータを、「DPC 導入の影響にかかる調査」として作

成、提出することになっている。これらの出来高レセプトコードが含まれるデータが「EF データ」

と呼ばれている。これらは、普通の病院で行われた診療行為のコードに加えて、院外処方箋によ

り院外の調剤薬局において請求される薬剤のデータもコードされるルールとなっているため、基

本的には、当該病院で行われた請求可能な診療行為の全てが収載される。レセプトの算定ルール

の影響はうけるものの、診療行為が網羅的に収集されたデータとなっている。 
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